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フロン適正管理専門家派遣事業 

                                            

１ フロン類について 

フロン類は、かつて理想的な冷媒として開発され、冷凍庫・冷蔵庫、エアコン等に活用されてき

ました。しかし、代替フロンは、地球温暖化係数が二酸化炭素の数十倍～一万倍超と高く、代替フ

ロンの排出抑制が求められています。 

２ フロン使用機器の適正管理について 

業務用のエアコンや冷蔵ショーケ

ースで冷媒としてフロン類が使われ

ているものを管理する方には、定期

的な点検や廃棄時の回収等が義務付

けられています。点検や整備を怠り

機器からフロン類が漏れると、地球

温暖化に甚大な影響を及ぼします。 

 また、令和２年４月１日から、業

務用のエアコンや冷蔵ショーケース

などを廃棄する場合は、専門業者に

よるフロン回収が終了したことを示

す書類（引取証明書）などがないと、

リサイクル業者や産業廃棄物処理業

者に引き取ってもらえませんので、

注意が必要です。 

３ フロン適正管理専門家派遣事業 

府では、地球温暖化対策の一環としてフロン類の漏えい防止の取組を促進しています。本事業で

は、フロン使用機器の適正管理の普及啓発を目的とし、専門家が、実際の機器や点検状況を確認し、

管理者として取り組むべきことについて、派遣先の状況に応じたアドバイスを行っています。アド

バイスによりフロン使用機器の適正な管理が行われることで、機器の整備費用や電気代を抑えるこ

とができるとともに、府が進めるフロン類の漏えい防止が図られます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

点検の記録についてアドバイス         機器の管理についてアドバイス 

管理者（機器ユーザー）が取り組むべき措置 

 

出典：第一種特定製品の管理者等に関する運用の手引き 

（第２版）環境省、経済産業省を一部改変 


